
区 分

区 名

総   数

構成比
事  務 社会教育

事   務   系

構成比
福祉

総   数

田

央

代
　
　
港

千

中

黒

田

谷田

目

大

世

一月

葛

江

宿

京

東

■

イ

新

文

ム
ロ
　

墨

江

品

谷

野

並

　

島

　

川

　

橋

馬

立

　

飾

川

渋

中

杉

　

豊

　

荒

　

板

練

足

田

東

川

執行機関
XⅡ 執行機関
82.職  員

(1)職種別職員数 (その 1)

1,095 (451)

1,482   (748)

2,193  (1,084)

68,387 (38,434)   100.0   29,261 (11,906)      89    (29)  29,350 (11,935)    42.9    i,744  (1,095)

100 0

100.0

100 0

６８

７７

６０

　

‐２

７４

４２

(207)

(271)

(371)

1,011 (396)

1,158    (482)

1,124    (442)

L l10(440)

2,074   (840)

2,341    (977)

1,078

1,179

820

1,738   (726)

1,855     (682)

1,694    (682)

568    (207)

678    (271)

962    (371)

51.9

45.7

43.9

45.1

38.8

44 8

44 0

36.0

44.5

15

16

60

35

160

97

(4)

(10)

(42)

2,758

1,832

1,499

(1,479)

(990)

(743)

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100 0

(L336)

(3,089)

(2,805)

1000

100.0

100.0

44.2

47.8

63.0

(66)

(30)

(21)

４８

３６

４０

　

３９

４８

４４

101

47

32

2,175

2,931

2,769

(1,194)

(1786)

(1.572)

1,012

1,161

1,133

46.5

39 6

40.9

(25)

(19)

(30)

４４

２９

６０

　

ｒ詢

３４

９３

2,469

5,356

5,241

2,366

2,759

4,029

(1,161)

(1,614)

(2,308)

100 0

100.0

100.0

1,093

1,161

1,756

(2)

(1)

(2)

(435)

(484)

(776)

46.5

42.1

43.7

３３
　
８３
　
Ｚ

(2)

(1)

(1)

(442)

(841)

(978)

(470)

(473)

(325)

1,114

2,078

2,347

1,101

1,162

1,761

1079

1,184

821

(1) 1,741

1,858

(3) 1,702

19

101

135

Ｄ

①

の

　

Ｄ

Ｄ

０

　

０

０

０

　

０

Ｄ

Ｄ

2,522

2,704

1,633

(11504)

(1,5■ )

(856)

100 0

100.0

100.0

(469)

(471)

(325)

(1)

(2)

42.8

43.8

50.3

120

80

47

3,959

5,155

3,829

100.0

100.0

100.0

(2,348)

(3,013)

(2,169)

(727)

(682)

(685)

3.517  (2,021)   100.0    1,297   (533)      10     (4)   1,307   (537)    37.2     111    (80)

4,114  (2,589)    100.0    1,539    (655)        2             1,541    (655)     37.5      153     (96)

資料 :特別区人事委員会『平成14年 4月 1日現在 特別区職員の構成』
注 :1.一般職に属する職員である。ただし、「臨時職員」「組合専従者」「都職員、清掃事業移管に伴う派遣職員」

「休職者、結核休養者」「育児休業中の職員、公務・通勤災害休業中の職員」「区から給与が支給されてい

ない他団体等への派遣職員」「海外派遣中の職員」は含まれていない。
2.( )内は、女子の職員数で内数である。
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執行機関

(単位 :人、%)(平成14.4.1現在)

福   祉   系

保育士

12,646 (12,467)   2,918  (2,392)   17,360 (15,979) 25.4  2,131 (81)  1,501 (139)  25i   420  5,214 (414)  7.6

465

283

170

417

1,132

848

(93)

(186)

(281)

(456)

(283)

(169)

655

417

216

425

757

1,100

743

727

341

(31)

(46)

(61)

(1)

(2)

(65)

(62)

(12)

23.7

22.8

14.4

(5)

(1)

(3)

(20)

(13)

(14)

8.2

8.1

96

79

124

132

(58)

(102)

(80)

25 6

26 5

28.1

(1)

(1)

(3)

161

182

209

(9)

(12)

(9)

74

62

7.5

(128)135

(243)171

(386)  19.3

(588)

(376)

(202)

(506)

(743)

(671)

(414)1&0

(693) 27.4

(982)  27.3

(686)  29.5

(677)  26.9

(323)  20.9

47

59

65

76

135

221

131

141

159

41

41

54

64

47

43

60 (4)

99(10)

137  (23)

3

12

6

9

10

2

6

3

11

10

9

13

10

11

11

10

13

15

14

13

14

14

19

18

17

17

12

131

162

175

(8)120

(13)109

(9) 8.0

(423)

(622)

(561)

227

148

144

199(14)

353  (26)

467  (51)

170(11)

167    (8)

292  (23)

(415)

(1,098)

(819)

(89)

(282)

(168)

605

1,581

1.174

(537)

(1,463)

(1,041)

24 5

29.3

22 4

(3)

(4)

(14)

11

21

19

8.1

6.6

8.9

355｀ 、ヽ(353)

522     (509)

716     (701)

(502)

(489)

(243)

(742)

(1,136)

(914)

50

134

245

117

154

50

(45)

(112)

(192)

52

63

121

(1)

(1)

(4)

21

16

21

7.2

61

7.2

502

491

243

(99)

(145)

(45)

200

196

156

(25)7.

(13) 7.

(H)9.

747

1,153

919

211

247

63

(169)

(176)

(56)

997

1,571

1,087

(938)

(1395)

(11042)

25.2

30.3

28.4

80

91

103

(5)

(11)

(12)

12

17

22

(10)

(11)

(5)

24

17

33

7

6.

9

261

27 4

106

130

(876)

(1,069)

223  (17)  6.

272  (19)   6.

建築 機械 電気

一 般 技 術 系

構成比
土木造園児童指導

総

　

千

中

港

　

新

文

台

　

墨

江

品

　

目

大

世

　

渋

中

杉

　

豊

北

荒

　

板

練

足

　

葛

江

660

816

(656)

(816)

(140)

(157)

917

1,127
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執行機関

(1)職種別職員数 (そ の 2) (単位 :人、%)(平成14.4.1現在)

資料 :特別区人事委員会『平成14年 4月 1日現在 特別区職員の構成』
注 :1.一般職に属する職員である。ただし、「臨時職員」「組合専従者」「都職員、清掃事業移管に伴う派遣職員」

「休職者、結核休養者」「育児休業中の職員、公務・通勤災害休業中の職員」「区から給与が支給されてい
ない他団体等への派遣職員」「海外派遣中の職員」は含まれていない。

2.( )内は、女子の職員数で内数である。

区 分

区 名

医 療 技 術 系 技  能  系

総   数

田

央

代
　
　
港

千

中

新

文

台

　

墨

江

品

宿

京

東

田

東

川

黒

田

谷田

目

大

世

渋

中

杉

　

豊

　

荒

　

板

練

足

谷

野

並

　

島

　

川

　

橋

馬

立

」ヒ

一月

葛

江

飾

川

139     (83)    i,051  (1,042)    2,790  (2,532)      4.1   13,673  (7,574)     20.0

う
０

　

●
Ｏ

　

И
■ (1)

13

17

26

(13)

(17)

(24)

42

64

91

３３

５８

７２

　

‐５

７９

６３

3.8

4.3

4.1

206

324

541

(75)

(163)

(246)

18.8

21.9

24.7

７
１

　

Ｒ
ｖ

　

Ｆ
Э

(5)

(4)

(4)

７

　

６

　

６

　

　

　

９

　

０

　

４

　

　

　

７

　

３

　

２

４

２

２

　

２

５

３

　

８

６

８

７

　

６

　

６

　

　

　

８

　

０

　

４

４

２

２

　

２

５

３

127

88

72

4.6

4.8

4.8

５

３

１

　

３

７

５

(270)

(156)

(64)

19.2

16.6

8.1

(2)

(3)

(5)

77

101

123

(67)

(91)

(115)

3.5

3.4

4.4

(216)

(457)

(332)

17.0

24.2

19.0

И
ヽ

　

ρ
０

　

０
０

１

　

９
“
　

・４

(36)

(63)

(82)

107

203

173

(99)

(190)

(166)

4.3

3.8

3.3

444

1,151

1,080

18.0

21.5

20.6

И
■

　

，
０

(4)

(5)

(6)

33

47

62

(32)

(47)

(61)

83

126

173

(77)

(112)

(149)

3.5

4.6

4.3

587

547

703

(224)

(317)

(378)

24.8

19.8

17.410

■
４

　

●
０

　

′
４

(3)

(4)

(4)

42

55

21

(42)

(55)

(21)

116

119

55

(109)

(106)

(48)

46

4.4

3.4

384

478

260

(214)

(305)

(149)

15.21

1771

15.9

(6)

(6)

(3)

69

82

71

(69)

(80)

(71)

164

224

166

(150)

(209)

(151)

41

4.3

4.3

758

1,197

506

(507)

(693)

(262)

19.1

23.2

13.2

(7)

(4)

51 (50)

(68)

122

174

(111)

(162)

3.5

42

948

0()0

(480)

(684)

27.0

24.368 1
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(569)

(569)



区 分

区 名

総  数

管 理    職

計 部 長 級

構成比 構成比

統括課長 課 長 級

総   数

田

央

代
　
　
港

千

中

新

文

台

　

墨

江

品

宿

京

東

田

東

川

黒

田

谷田

目

大

世

渋

中

杉

　

豊

　

荒

　

板

練

足

谷

野

並

　

島

　

川

　

橋

馬

立

」ヒ

一月

葛

江

飾

川

68,387    100.0    1,909      2.8      482      0.7      322      0.5    1,105      1.6

1,095

1,482

2,193

100.0

100.0

100.0

60

59

71

55

4.0

3.2

14

15

9

1.3

1.0

0.4

11

12

14

1.0

0.8

0.6

５

　

２

　

８

　

　

　

３

　

３

　

８

　

　

　

７

　

３

　

５

　

　

　

７

　

２

　

３

　

　

　

６

　

９

　

２

　

　

　

３

　

９

　

６

３

３

４

　

５

３

４

　

３

４

３

　

４

７

８

　

３

３

６

　

４

４

３

3.2

22

2.2

2,758

1,832

1,499

100.0

100.0

100 0

3.2

3.4

4.7

25

19

16

0.9

1.0

1.1

10

11

7

0.4

0.6

0.5

1.9

1.8

3.2

63

71

2,175

2,931

2,769

100.0

100 0

100.0

65

74

73

30

2.5

2.6

13

19

26

0.6

0.6

0.9

15

12

12

0.7

04

0.4

1.7

1.5

1.3

2,469

5,356

5,241

100.0

100 0

100.0

79

122

154

3.2

2.3

2.9

0.8

0.5

1.1

12

23

15

05

04

0.3

1.9

1.3

1.6

2,366

2,759

4,029

100.0

100.0

100.0

62

73

106

2.6

2.6

26

14

19

26

0.6

0.7

0.6

12

15

18

0.5

05

0.4

1.5

1.4

1.5

21522

2,704

1,633

100.0

100.0

100.0

78

81

62

3.1

3.0

38

20

18

18

0.8

07

11

15

14

8

06

0.5

0.5

1.7

1.8

2.2

3,959

5,155

3,829

100 0

100 0

100.0

2.1

1.8

3.2

17

30

27

0.4

0.6

0.7

15

14

25

0.4

0.3

0.7

51

50

72

1.3

1.0

1.9

94

124

3,517

4,114

100.0

100.0

92 2.6

1.8

17 0.5

0.4

18 0.5

0.3

ｒ
Ｏ

　
　
И
牛
・

1.6

1175 17 14

執行機関

(2)職層別職員数 (その 1) (単位 :人、%)(平成14.4.1現在)

資料 :特別区人事委員会『平成14年 4月 1日現在 特別区職員の構成』

注 :1.一般職に属する職員である。ただし、「臨時職員」「組合専従者」「都職員、清掃事業移管に伴う派遣職員」

「休職者、結核休養者」「育児休業中の職員、公務・通勤災害休業中の職員」「区から給与が支給されていな

い他団体等への派遣職員」「海外派遣中の職員」は含まれていない。
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区 分

区 名

手上
日 l

構成比

総括係長

構成比

係
匡
,て

構成比

―
■

」二 査

構成比

総   数

田

央

代
　
　
港

千

中

黒

田

谷田

目

大

世

■

４

一月

葛

江

新

文

台

　

墨

江

品

渋

中

杉

　

豊

　

荒

　

板

練

足

宿

京

東

田

東

川

谷

野

並

　

島

　

川

　

橋

馬

立

飾

川

執行機関

(2)職種別職員数 (その2)

2,444

2.623

1,571

3,876

5,061

3,705

66,478      100.0      3,212

主

4.8      5,459

162

85

210

283

228

266

174

246

225

8.2      3,840 5.8

1,035

1,423

2,122

100.0

100.0

100 0

7.5

4.4

3.5

123

143

210

11.9

100

9.9

3.7

51

3.5

2,670

1,769

1,428

100 0

100.0

100.0

137

104

111

5.1

5.9

7.8

235

179

213

8.8

10.1

149

89

107

50

3.3

6.0

3.5

2,110

2,857

2,696

100.0

100 0

100.0

78

107

156

3.7

3.7

5.8

9.6

78

6.0

87

148

230

4.1

52

85

Ｑ
０
　
　
７
１
　
　
７
‘

０
０
　
　
０
０
　
　

И
一■

７
１
　
　
ρ
０

　
　

７
′

2,390

5,234

5,087

100.0

100.0

100.0

5.1

4.4

5.1

226

404

418

9.5

7.7

8.2

168

320

248

7.0

6.1

49

2,304

2,686

3,923

100.0

100.0

100.0

196

154

202

8.5

57

5.1

37

7.8

7.2

10.3

87

76

100.0

100.0

100.0

129

129

62

5.3

49

3.9

9.3

10.1

111

261

109

56

10.7

4.2

3.6

121

229

257

′
■
　
　
Ｏ
υ
　
　
ｎ
０

，
●
　
　
Ｑ
ｕ
　
　
ｎ
０

０
０
　
　
Ｑ
Ｕ
　
　
Ａ
υ

100.0

100.0

100.0

190

170

199

49

3.4

5.4

6.3

7.8

9.8

257

161

248

6.6

3.2

6.7

3,425      100.0

4,039      100.0

136

130

40

3.2

7.2

5.6

143

202

4.2

50

資料

注
特別区人事委員会『平成14年 4月 1日 現在 特別区職員の構成』
1.一般職に属する職員である。ただし、「臨時職員」「組合専従者」「都職員、清掃事業移管に伴う派遣職員」

「体職者、結核休養者」「育児休業中の職員、公務 。通勤災害休業中の職員」「区から給与が支給されてい

ない他団体等への派遣職員」「海外派遣中の職員」は含まれていない。
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執行機関

(単位 :人、%)(平成144.1現在)

事

主任主事

24,133      36.3    14,128      21.3     1,417       2.1       616       0.9    i3,673      20.6
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区  分

区 名

平
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９
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執行機関

(3)職員数の推移 (各年 4.1現在)

資料 i特別区人事・厚生事務組合人事企画部資料による。

注 :1.各区の定数条例による数値である。

2.「職員 1人当たりの人口」の算出基礎となる人口は、平成14年 1月 1日 現在の住民基本台帳人口を用いた。
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83.行政機関及び附属機関

(1)行政委員会及び委員数

執行機関

(平成144.1現在)
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資料 :各区資料による。



執行機関

(2)附属機関及び委員数 (その 1)
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資料 :各区資料による。
注 :1.地方自治法第138条の 4第 3項及び第202条の 3の規定に基づき設置されたものである。

2.委員数は現員数である。
3.[建築審査会」の委員には、専門調査員は含まない。
4.会の名称は、区により異なることがある。

区 分

区 名

防災会議

民生委員

推せん会

公害健康

被害認定

審 査 会
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運  営
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青 少 年

問  題

協 議 会

執行機関

(平成14.4.1現在)
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執行機関

(2)附属機関及び委員数 (その 2)

296  5

11

6

11

17

そ の 他 の 附

,222

130文化財保護審議会(7)社会教育委員(6)建築紛争調停委員会 (3)

介護認定審査会(30)介護保険運営協議会(22)景観まちづくり審議会 (17)

85情報公開・個人情報保護審議会(17)情報公開・個人情報保護審査会 (4)

173情報公開運営審議会(15)個人情報保護運営審議会(10)情報公開・個人情報
介護認定審査会(59)環境審議会(13)感染症の審査に関する協議会 (6)

363感染症診査協議会(5)環境審議会(15)み どりの推進審議会(19)リ サイクル清掃
景観まちづくり審議会(19)介護認定審査会(120)障害者施策推進協議会(30)

情報公開・個人情報保護審議会(15)情報公開・個人情報保護審査会 (5)

197情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会(8)表彰審査会 (19)

奨学生選考委員会(7)文化財保護審議会(8)建築紛争調停委員会 (3)

57奨学資金貸付選考委員会(9)社会教育委員(9)文化財保護審議会(8)情報公開
みどりの審議会(10)建築紛争調停委員会 (5)

85情報公開及び個人情報保護審査会(10)情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会 (10)

感染症診査協議会(6)介護保険事業運営協議会(22)行財政改革推進委員会 (16)

93情報公開審議会(4)個人情報保護審議会(4)建築紛争調停委員会(4)奨学資金
環境審議会(14)エコ・リサイクルハウス運営協議会(10)生活安全対策協議会 (17)

156建築紛争調停委員会(4)社会教育委員(10)文化財保護審査会(10)情報公
交通安全対策会議(26)介護認定審査会(35)介護保険制度推進委員会(17)

206長期計画審議会 施設建設紛争調整委員会 情報公開・個人情報保護審議会(20)

地域保健協議会(26)感染症診査協議会(6)建築紛争調停委員会(4)廃棄物減
365公文書開示・個人情報保護審議会(9)公文書開示・個人情報保護審査会 (3)

奨学金貸付審議会(12)がけ等整備資金あっせん審査会 (6)

スポーツ振興審議会(8)郷土博物館運営協議会 (6)

600情報公開・個人情報保護審査会(5)情報公開・個人情報保護審議会(20)環境審議会 (20)

地域保健福祉審議会(25)保健福祉サービス苦情審査会(5)住宅委員会 (14)

行政改革推進委員会(15)建築紛争調停委員会(4)世田谷文学館文学資料等収集委員会 (5)

清掃リサイクル審議会(20)世田谷美術館美術品等収集委員会 (6)

住宅委員会(14)区営住宅高額所得者審査会 (3)

244個人情報の保護及び情報公開審議会(20)個人情報の保護及び情報公開審査会 (5)

奨学資金運営委員会(12)文化財専門委員会(3)特定商業施設立地調整審議会 (5)

清掃・リサイクル審議会(26)消防団運営委員会 (15)

275情報公開審査会(5)個人情報保護審議会(14)個人情報保護審査会(5)保健福祉審議会(20)

文化財保護審議会(8)食品安全委員会(15)住宅政策審議会 自転車等駐車対策協議会 (19)

272環境審議会(15)情報公開・個人情報保護審査会(3)情報公開・個人情報保護審
社会教育委員(8)郷土博物館運営協議会 (11)

清掃審議会(15)特定商業施設の出店及び営業に伴う住宅地環境審議会 (5)

405行政情報公開・個人情報保護審議会(13)表彰審査会 (15)

行政情報公開・個人情報保護審査会(4)建築紛争調停委員会 (6)

福祉ホーム運営委員会(16)子ども虐待防止連絡会議(28)争訟事務会議
368情報公開・個人情報保護制度運営審議会(18)情報公開・個人情報保護救済委員会 (5)

中小企業従業員退職金等共済運営審議会(14) 奨学資金貸付審査会(11) 文化財
資源循環推進審議会(19)小売市場運営協議会(13)障害者施策推進協議会(34)

127個人情報保護運営審議会(9)情報公開・個人情報審査会(5)建築紛争調停委員
清掃審議会(15)介護認定審査会(59)感染症診査協議会(6)社会教育委員 (7)

266情報公開及び個人情報保護審議会(18)情報公開及び個人情報保護審査会 (5)

表彰審査会(11)建築紛争調整委員会(6)文化財保護審議会 (8)

122公文書公開及び個人情報保護審査会(5)公文書公開及び個人情報保護運営審議会 (24)

公民館運営審議会(20)美術館運営協議会(17)

211 情報公開・個人情報保護審査会(6)情報公開・個人情報保護審議会 (24)

社会教育委員(10)生涯学習推進協議会 (41)

住宅政策審議会 (20) 建築紛争調停委員会 (5)地域保健福祉推進協議会 (44)

250個人情報保護委員会(11)個人情報保護審査会(5)情報公開審査会(5)情報公
調停委員会(5)社会教育委員の会議(8)学校保健委員会 (19)

172情報公開及び個人情報保護審査会(5)長期計画審議会 (27)

東京都市計画事業平井7丁 目北部土地区画整理審議会(9)東京都市計画事業一之江駅西部

11

8

8

10

12

16

15

15

15

14

18

18

9

11

8

14

12

11

資料 :各区資料による。
注 :1.地方自治法第138条 の 4第 3項及び第202条の 3の規定に基づき設置されたものである。

2.委員数は現員数である。
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執行機関

(平成14.4.1現在)

属    機    関 の 名 称 (順 不 同)

情報公開・個人情報保護審査会(4)個人情報保護審議会(10)住居表示審議会(20)感染症審査協議会 (7)

一般廃棄物減量等推進審議会 (4)

介護認定審査会(40)感染症診査協議会(6)文化財保護審議会(8)ス ポーツ振興審議会 (10)

保護審査会(5)建築紛争調停委員会(3)文化財保護審議会(8)社会教育委員(10)中小企業振興審議会 (15)

基本構想審議会 (29)

審議会(25)建築紛争調停委員会(5)住宅まちづくり審議会(20)文化財保護審議会(10)社会教育委員 (10)

住居表示審議会(25)基本構想審議会(30)区民の声委員会(3)名誉区民選定委員会 (7)

消防団運営委員会(15)介護認定審査会(60)景観審議会(20)住宅政策審議会 (22)

地域保健推進協議会(30)文京区廃棄物総合政策会議 (7)

及び個人情報保護制度運営審議会(8)情報公開及び個人情報保護審査会(5)感染症診査協議会 (3)

建築紛争調停委員会(6)学童災害共済審査会(9)文化財保護審議会 (6)

貸付審査会(13)文化財保護審議会(6)都市景観審議会(15)感染症の診査に関する協議会 (6)

開等審議会(3)表彰審査会(11)職員住宅資金融資あっ旋審査委員会(9)奨学金運営委員会(10)

感染症審査協議会(9)廃棄物減量等推進審議会(13)

情報公開・個人情報保護審査会(3)名誉区民選定委員会 住宅政策審議会(14)地域福祉審議会(24)環境審議会 (21)

量等推進審議会(26)社会教育委員 文化財保護審議会(7)介護認定審査会(55)目 黒区議会会派等政務調査費審議会

中小企業融資あっせん審査会(8)大田区福祉オンブズマン(4)

区営住宅高額所得者審査会(5)建築紛争調停委員会(4)文化財保護審議会 (8)

感染症の診査に関する協議会(9)介護認定審査会(238)環境公害問題対策会議(40)環境美化審議会(5)

中小商工業振興対策委員会(20)農業振興対策委員会(20)消費生活審議会 (16)

福祉的環境整備審議会(19)ス ポーツ振興審議会(20)社会教育委員の会議(10)文化財保護審議会 (12)

自転車等駐車対策協議会(20)消防団運営委員会(18)介護認定審査会 (255) 感染症診査協議会 (16)

郷土資料館運営委員会(10)池之上青少年会館運営委員会(17)風景づくり委員会 (5)

介護認定審査会(61)感染症診査協議会(6)建築紛争調停委員会(6)ダイオキシン問題等審議会 (6)

介護保険運営協議会(20)介護保険利用者権利保護委員会(5)青少年育成審議会(9)安全安心まちづくり協議会 (45)

福祉サービス苦情調整委員(3)建築紛争調停委員会(6)社会教育委員 (10)

感染症診査協議会(9)廃棄物減量等推進協議会(14)介護認定審査会(127)介護保険運営協議会 (20)

議会(20)建築紛争調停委員会(6)自転車等駐車対策協議会(24)文化財保護審議会(9)図書館協議会 (10)

感染症の診査に関する協議会(8)介護認定審査会 (116) 介護保険運営協議会 (22)

介護保険事業推進会議(24)介護認定審査会(115)ア メニティ形成審議会(27)住宅対策審議会 (20)

中規模小売店舗立地調整審議会(5)リ サイクル・清掃審議会(23)さ わやかな街づくり推進チーム(14)

防災都市づくり推進連絡会(18)官公庁等連絡協議会(28)消防団運営委員会(17)就学相談委員会(32)

都市景観づくり審議会(20)建築紛争調停委員会(3)緑化推進審議会 (15)

保護審議会(8)飛鳥山博物館運営協議会(10)政治倫理審査会(5)消防団運営委員会(18)

感染症審査協議会(6)介護認定審査会 (125) 介護保険運営協議会 (20) 区立学校適正規模等審議会 (24)

会(6)住宅対策審議会(13)文化財保護審議会 (7)

感染症診査協議会(9)資源環境審議会(24)介護認定審査会(126)保健福祉オンブズマン(3)消防団運営委員会(17)

バリヤフリー推進協議会(18)健康づくり推進協議会(24)美術館運営協議会(9)ボランティア活動推進協議会 (20)

自転車駐車場対策協議会(20)緑化委員会(23)建築紛争調停委員会(5)文化財保護審議会 (8)

感染症の診査に関する協議会(8)郷土博物館運営協議会(6)文化財保護審議会 (6)

環境審議会(15)

高齢者福祉サービス苦情等解決委員会(4)文化財保護指導員会(12)育英資金貸付審議会 (10)

開運営委員会(14)介護保険事業審議会(29)介護認定審査会(135)感染症の診査に関する協議会(6)建築紛争

文化財保護審議会(5)郷土と天文の博物館運営協議会 (8)

介護認定審査会(60)葛西沖開発審議会(7)建築紛争調停委員会(3)東京都市計画事業瑞江駅北部土地区画整理審議会 (10)

奨学生選考委員会(20)感染症の診査に関する協議会(6)廃棄物減量等推進審議会(15)土地区画整理審議会(10)

3.附属機関の「区名」の名称は省略した。
4.機関により任期満了等に伴い委員が不在の時は、機関名のみを記載した。
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